
『議会基本条例』全議員懇談会(第１回) 概要メモ 

担当：中山、漢人 

開催日時：2011年 10月 19日（水）14:00～ 

開催場所：第一会議室 

進行：宮下議会運営委員会副委員長 

 

○経過説明 森戸議会運営委員会委員長より議会運営委員会での検討状況と基本方針の説明 

・①なぜ必要か（すでに議員研修会開催）、②市民の声を反映するために市民アンケート、市民懇

談会、シンポジウムを実施、③専門家の意見を聞く、④議会事務局は最低限の関わりとする 

・スケジュール、担当グループの紹介 

 

○意見交換の中で出された主な意見 
 

主な意見 議会運営委員会委員からのコメント 

策定について 

・全会一致での制定となるよう、慎重な意見

交換を 

・２４名価値観が違う。全会一致にはならない。 

 

・経過を大切にして進めたい。 

・任期中にまとめたい。 

市民懇談会について 

・当日の会の持ち方の工夫が必要 

・議論の元となる素材の提供が必要 

・無作為抽出市民による懇談会もよい 

・中学校区ごとの説明会とするなど検討を 

・超党派で宣伝を 

・議会に対しての日頃の意見を聞くのはいい

が目的をはっきりさせる。 

・市民の率直な意見を聞く機会を 

・２回では少ない 

・１月に市内２か所で開催を 

 

・市民がどう思っているか聞いてみたい。 

・懇談会は意識の高い人が集まるので、懇談

会とアンケートはスタート時の認識の把握 

・骨子ができた段階で一度やってみよう。 

・必要に応じてやる必要がある。議会活動を

知ってもらうため、小金井はどうやってい

るか説明した上で、皆さんから意見を聞く。 

市民アンケートについて 

・必要な部分は予算化を 

・議会報に組み込んではどうか 

・時期尚早ではないか。先に情報提供が必要 

・市民と議会の意識乖離は大きい。議会報で

解説シリーズ掲載後がよいのではないか。 

 

・詳しいアンケートだと３００万円程必要。 

・議会報はあまり読まれていないので無作為

抽出・郵送によるアンケートとした。 

・議会報の増ページでの情報提供は行う。 

条例の内容について 

・反問権、議会報告会、議員間討議は必要 

・小金井はすでに他市に比べて数段進んでい

る。 

・議員・事務局の仕事量増も配慮を 

・条例制定によって生まれる秩序にも期待。 

 

・明文化の意味がある。 

議会報告会について 

・どうやったらできるのか実践的に考える必

要がある。 

・態度・討論は会派ごとにやってはどうか。 

 

・自治体によってやり方は違う。 

・試行してみたらよい。 

 


